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（開示事項の中止）仮想通貨に係る新規事業の検討の中止 

及び特別損失（貸倒引当金繰入額）の計上に関するお知らせ 

 

当社は、2018年３月６日付「香港子会社によるＩＣＯ実施及び新規事業の検討に関するお知らせ」

及び2018年11月20日付「（開示事項の経過）香港子会社ＩＣＯによる資金調達の結果及び資金使途の

変更に関するお知らせ」で開示しました仮想通貨に係る新規事業について検討を行っておりましたが、

仮想通貨関連事業から撤退したことに伴い、中止しました。また、2019年３月期第３四半期連結会計

期間において、特別損失（貸倒引当金繰入額）を計上しましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

記 

１．仮想通貨に係る新規事業の検討の中止 

当社は、2018年３月６日付「香港子会社によるＩＣＯ実施及び新規事業の検討に関するお知らせ」

及び 2018年 11月 20日付「（開示事項の経過）香港子会社ＩＣＯによる資金調達の結果及び資金使

途の変更に関するお知らせ」において、仮想通貨に係る新規事業（ブロックチェーンによるダイヤ

モンド取引プラットフォーム、仮想通貨プラットフォーム、仮想通貨マイニング事業、ブロック  

チェーンによる著作権等管理及び利用サービスプラットフォーム）について検討を行っておりまし

たが、仮想通貨関連事業の撤退に伴い、中止しました。 

 

２．特別損失（貸倒引当金繰入額）の内容 

当社は、連結子会社である株式会社ニューアート・テクノロジーを通じて、仮想通貨市場への  

参入及びＩＴ関連事業への事業領域の拡大を目指しておりましたが、2018年 12月 14日付で、当社

が保有する同社の全株式を譲渡し、同事業から撤退しました。 

同事業の撤退に伴い、同社への貸付金等の債権を特別損失として、当第３四半期連結会計期間に

貸倒引当金繰入額３億 72百万円を計上しました。 

 

３．今後の見通し 

上記の特別損失（貸倒引当金繰入額）は、本日公表の「2019年３月期第３四半期決算短信〔日本

基準〕（連結）」に反映しております。また、今回の新規事業の検討の中止による当期の連結業績に

与える影響は軽微であります。 

以 上 


